
桐生の教育史をたどる
【学制発布以前の教育 その１】

江戸時代の教育機関は幕府が運営していた昌平

黌[教育資料室だより31号※３]を筆頭に､各藩が藩士向

けに設置した藩校､半官半民の郷学(鄕校等､他の名称

もあり)､個人経営の私塾や寺子屋がありました｡上

野国の藩校については､同31号コラム｢四書五経｣

でも取り上げましたが｡古いものでは､酒井氏の前

橋藩が元禄５年(1692)に好古堂を設置し､寛延２

年(1739)姫路に移封されるまで続いています｡

藩校が設けられる年代は､江戸時代中期以降が多

く､幕末にかけて増えていきます｡上野国諸藩も同

様で､伊勢崎藩学習堂は安永４年(1775)､安中藩造

士館は文化５年(1808)､沼田藩沼田学舎は寛保２

年(1742)､小幡藩小幡学校は寛政３年(1791)､吉井

藩教学館は､維新前夜の元治元年(1864)に創設さ

れています｡

武家の学校なので教育内容は漢学が中心でした

が､時代が下るにつれ科目が増加し､国学や習字､和

算･医学･洋学等も加えられる所もありました｡安政

４年(1857)に開設された館林藩文武藩学校では

｢和漢之学生､洋学生共､相互ニ広ク三学ヲ研究シ､

一方ニ執着セサル様､教官之者説諭ヲ加フルヘキ

事｣との達書を出しています｡就学年限は８歳から

15歳くらいまでが多く､年齢が上がると武術の稽

古も併せて行う所がほとんどでした｡

では､藩校では､どのような教育が行われていた

のでしょうか｡下に慶応３年(1867)に開設された

高崎藩文武館の規則を載せました｡教科用書には､

厳めしい書名が並んでいます｡
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先に紹介したように､上野国の郷学は､佐位･那波

郡を治めていた伊勢崎藩が有名でした｡文化５年(1

808)開校の｢五惇堂｣が最初で､以後､学制発布まで

に､25鄕校を開設しています｡慶応年間(1865～6

8)から増え始め､とくに明治３年(1870)以降の開

校が15校と多く､学制発布後の小学校への橋渡し

的な役割を果たしています｡

どのような教育が行われていたのかについて､安

政５年(1858)正月から安中藩桃渓書院に学んだ､

須田愛吉が歩んだ12年を､下に｢群馬県教育史｣か

ら抜粋して引用します｡９歳､習字に始まり､素読･

解読･作詩･考究へと進み､明治２年(1869)､20歳

で書院を後にしています｡

<学制発布以前の教育 その2へ続く>

☆参考 『群馬県教育史(第一巻 明治編 上巻)』

『桐生市教育史(上巻)』


